
協力会社様向け
グリーンサイト操作ガイド



＜グリーンサイト全体の流れ＞ 事前準備～施工前

この部分の説明になります
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「建設サイト ログイン」でネット検索します。
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「ログインIDとパスワードを入力し、
ログインボタンをクリック

ログイン方法①

←ID

←パスワード
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「グリーンサイト（協力会社向け）」をクリック

「MCデータプラスから、機能リリースなどの重要な
お知らせが、その都度掲載されます。

ログイン方法②
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ログイン方法③ ★こちらが、協力会社のトップ画面になります。

「ホームボタン」
クリックすると、トップ画面（←この画面）に戻ります

「元請からのお知らせ」とは？
オーナー企業登録している元請会社から、
お知らせがある場合、こちらに表示されます

「作業所掲示板」とは？
招待をうけている現場から、お知らせがある場合、
こちらに表示されます
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オーナー企業登録①

①『企業管理』をクリック

オーナー企業登録をしていないと、
元請会社から招待を受けることが出来ません。

7



オーナー企業登録②

②『オーナー企業管理』をクリック
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オーナー企業登録③

③『新規登録』をクリック

④元請会社名を入力
（法人格を含む正式名称を入力して下さい）
検索ボタンをクリック

⑤該当の元請会社が表示されたら
『登録』をクリック
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オーナー企業登録済みの企業が表示されている



オーナー企業登録④

オーナー企業を登録しました。

⑥『オーナー企業を登録しました』
のメッセージが表示されれば完了

オーナー登録した元請会社が表示されます

⑦『戻る』をクリック
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＜グリーンサイト全体の流れ＞ 事前準備～施工前

この部分の説明になります
2
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企業情報の登録・編集①

①『企業管理』をクリック

②『企業情報』をクリック
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企業情報の登録・編集②

③『企業情報編集』をクリック

※企業名・企業名カナ・本社郵便番号・本社住所
一人親方はMCデータプラスへ変更届の提出が必要です。
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企業情報の登録・編集③
下にスクロールすると

各項目の詳細が表示されます

について

入力が必須となっている項目です。
空欄のままでは「確定」が出来ません。

入力が必須となる項目は、主に以下のものになります
・企業略称、代表電話番号、代表者名
・建設業退職金共済
・請求担当者の各項目
・労災上乗せ保険

など

必須

④各項目の入力が終了後
『登録』をクリック
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企業情報の登録・編集④

⑤「企業情報を更新しました。」のメッセージが表示
されれば、基本情報の入力が完了

⑥続いて、このままの画面を下にスクロールし、
建設業許可情報などの編集を行います
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①『企業管理』をクリック

②『企業情報』をクリック

企業情報（許可情報）の登録① 建設業許可情報・警備業許可情報・その他許認可情報・その他の許認可情報
労災上乗せ保険情報・社会保険情報・基本契約書の写し
外国人技能実習制度監理団体情報・建設キャリアアップシステム情報の登録を行います
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企業情報（許可情報）の登録②

このままの画面を下にスクロールし、
建設業許可情報などの編集を行います
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企業情報（許可情報）の登録③

①「建設業許可情報編集」をクリック

・警備業許可情報編集
・その他許認可情報
・労災上乗せ保険情報

を登録する場合はここをクリック

ここでは、建設業許可と社会保険情報の登録操作を説明します
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企業情報（許可情報）の登録④

②「建設業許可」の
〇有・〇無にチェックを入れる

③「よく利用する建設業許可」で
プルダウンをクリック
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企業情報（許可情報）の登録⑤-1

下にクロールすると、
許可業種名が表示されます。

④登録したい許可業種の項目に
取得している建設業許可情報を入力

⑤『登録』をクリック
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企業情報（許可情報）の登録⑤-2

複数の許可業種を登録したい場合は
『一括登録』をすることができます。

※次ページで説明
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企業情報（許可情報）の登録⑤-3

「土木工事業」「建築工事業」は
原則として元請でしか使用できません

下にスクロールする

登録する建設業許可のチェックボックスを
クリック
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企業情報（許可情報）の登録⑤-4
下にスクロールする

○大臣・○知事、○特定・○一般のチェックを入れ、
取得している情報を入力

更新日(取得日)を入力
カレンダーアイコンからも日付入力できます

『反映』をクリック
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企業情報（許可情報）の登録⑤-5

一括入力した内容が
画面に反映されているか確認

登録をクリック
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①登録をクリック

企業情報（許可情報）の登録⑥

許可証の写しは５ファイルまで登録できます

建設業許可証の写しを登録します

25



企業情報（許可情報）の登録⑦

②添付をクリック

パソコンに保存しているデータを
選択できる画面に移行します。
写しをどこに保存したか
分かるようにしておきましょう。

④『開く』をクリック

③該当データを選択
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企業情報（許可情報）の登録⑧

⑤データが添付できているか確認

⑥写しを反映させたい許可業種の
チェックボックスをクリック

⑦『登録』をクリック
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企業情報（社会保険情報）の登録①

①『新規登録』をクリック

社会保険情報の登録をします
「企業管理」→「企業情報」→「企業情報詳細画面」
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企業情報（社会保険情報）の登録②

入力が必須となっている項目です。
空欄のままでは「確定」が出来ません。

入力が必須となる項目は、主に以下のものになります
・営業所名ほとんどが会社名を記入されています
・健康保険加入の有無
・厚生年金保険加入の有無
・雇用保険加入の有無

必須
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企業情報（社会保険情報）の登録③

健康保険・厚生年金保険・雇用保険
すべてに証明書の写しを添付して下さい

②すべての項目を入力後
『登録』をクリック
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各種保険の写し ～参考資料～

〈健康保険・厚生年金保険の領収証〉

〈雇用保険・納付書・領収証〉

〈雇用保険申告書及び領収証〉
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企業情報（社会保険情報）の登録④

社会保険情報の入力が完了すると
以下のように表示されます。
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企業情報（元請けとの基本契約書写し）の登録①

画面一番下までスクロール

①『編集』をクリック

元請との基本契約書の写しを登録します。
「企業管理」→「企業情報」→「企業情報詳細画面」
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企業情報（元請との基本契約書写し）の登録②

②『新規登録』をクリック

⑥『開く』をクリック

③『▼』を押し、元請会社を選択

④『添付』をクリック

⑤該当データを選択
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企業情報（元請との基本契約書写し）の登録③

⑦元請会社名に間違いないですか？

⑧データが添付できているか確認

⑨『確定』をクリック
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従業員情報の登録①

①『従業員』をクリック

従業員の登録を行います
ここで登録された従業員情報は、作業員名簿に反映されます
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従業員情報の登録②

②『従業員の新規登録』をクリック

自社の従業員を登録する場合は、『自社情報』を選択
代行企業の従業員を登録する場合は、『代行企業情報』を選択
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この流れに沿って入力します

従業員情報の登録③ ③氏名・生年月日を入力
外国人の方を入力する場合は全角英字で入力

④『次へ進む』をクリック

必須項目は必ず入力してください。
未入力箇所がある場合「確定」ができません
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従業員情報の登録④

⑤項目に沿って入力

下にクロール
入力する項目が表示されます。

外国人を登録する場合は、
・パスポートの写し
・在留カードまたは外国人登録証明書の写し

上記写し添付と、有効期限・満了日は
必須項目ではありませんが、必ず登録してください。

⑥『次へ進む』をクリック

鍵マークは提出先の元請からは
見られない項目です
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従業員情報の登録⑤

⑦項目に沿って入力

下にクロール
入力する項目が表示されます

⑧『次へ進む』をクリック
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従業員情報の登録⑥

下にクロール
入力する項目が表示されます

⑨項目に沿って入力
画面下にスクロールすると

特殊健康診断の入力があります
※該当従業員のみ

⑩『次へ進む』をクリック
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【定期健康診断】期限切れに注意！
1年以内毎に1回健康診断を行わなければなりません



従業員情報の登録⑦ 下にクロール
入力する項目が表示されます。⑪項目に沿って入力

⑫『登録』をクリック

①雇用契約書や雇用条件書で在籍確認を
行う元請会社もあります

②健康保険・厚生年金保険・雇用保険は
すべてに写しを添付してください
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【社会保険参考資料①】
◎社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
(P4）社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下
請企業に対し、健康保険証のコピー、標準報酬決定通
知書等関係資料のコピーや雇用保険被保険者証のコ
ピー等（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗
りしたもの）を提示させるなど、真正性の確保に向け
た措置を講ずること。

【社会保険参考資料②】
◎「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
における「適切な保険」について

【健康保険証】
マスキング（黒塗り）をして下さい。



従業員「資格情報」の登録①

①資格情報を登録したい従業員の
『詳細』をクリック

従業員の資格情報登録を行います。
登録された情報は、作業員名簿・再下請通知書にすべて反映されます。
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従業員「資格情報」の登録②

②『資格』をクリック

③『編集』をクリック

「資格情報」は、従業員情報（名前・住所・電話番号をはじめ、
雇用情報・社会保険情報など）の個人情報の入力が

一通り終わってからの登録となります

※従業員情報の入力が済めば、
必ず資格情報の入力をするようにしてください

『グリーンサイトで扱う資格一覧』をクリックすると、
各種資格の詳細を調べることができます
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『▼』で選択し、資格を検索することができます

④登録する資格の『□』に
チェックを入れる

⑤『追加＞』をクリック

⑥選んだ資格が右へ移れば画面下の
『次へ進む』をクリック

従業員「資格情報」の登録③
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⑦資格の登録番号・取得日を入力

⑧資格者証の写しを添付

⑨『登録』をクリック

資格者証の写しをはじめとした
「添付書類」は、あらかじめPDFにしたものを、
パソコンに保存しておいてください。

写しをパソコンのどこに保存したかわかるように
しておきましょう。

従業員「資格情報」の登録④
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従業員「資格情報」の登録⑤

『従業員資格情報を更新しました』と表示されます

画面一番下までスクロール

従業員資格情報が登録されました
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再下請け業者の登録と確認① 再下請負業者の登録を行います。
取り引き頻度の高い再下請負企業のリストを作成します。

①『再請負業者』をクリック
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再請負業者の登録と確認②

②『リスト追加』をクリック

代行企業申請ステータスとは？
MCデータプラスに代行企業の登録申請を行ってから、
登録までの状況が表示されます。
「申請書類待ち」→「確認待ち」→「登録済」
という形で表示されます。

『依頼企業』か『代行企業』の
種別を確認

※1画面に表示される行は「100行」です。
見落としにご注意下さい。

依頼企業とは︖
グリーンサイトに加入しており、
自社でグリーンファイルの作成を行う企業のこと。

代行企業とは︖
グリーンサイトに未加入で、
直近上位の企業が代行してグリーンファイルの作
成を行う企業のこと。
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再請負業者の登録と確認③

④『次へ』をクリック

③法人格を『▼』から選択し企業名を入力
本社の郵便番号と代表電話番号を入力
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再請負業者の登録と確認④

注意事項が表示されます
一読して下さい

「代表郵便番号」のみの合致
「郵便番号・企業名」の合致
「企業名」のみの合致

上記いずれかの条件を満たしている場合、検索結果に表示されます

依頼企業（グリーンサイト加入済み）をリスト登録する場合

⑤リスト追加したい企業の『登録』
ボタンをクリック
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再請負業者の登録と確認⑤

選択した企業が、依頼企業(グリーンサイトに加入済)の場合、
上記のメッセージが表示されます。

追加ボタンを押すと、
依頼企業が追加され「再請負業者を登録しました」とメッセージが表示
されたら完了です。

⑥『追加』をクリック

52



再請負業者の登録と確認⑥

注意事項が表示されます
一読して下さい

①リスト追加したい企業の『登録』
ボタンをクリック

「代表郵便番号」のみの合致
「郵便番号・企業名」の合致
「企業名」のみの合致

上記いずれかの条件を満たしている場合、検索結果に表示されます

代行企業(グリーンサイト未加入)をリスト登録する場合
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再請負業者の登録と確認⑦

②『次へ』をクリック

※検索結果で代表電話番号が一致している企業が表示された場合、
異なる企業名であっても、同一企業の可能性があるので相手先企業に
確認して下さい。

※一人親方の場合、個人名・屋号のどちらかで登録されている可能性が
あります。
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再請負業者の登録と確認⑧

画面一番下までスクロール

代行企業の申請は有償になります

③チェックを入れる

④『次へ』をクリック
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【代行登録】
•1企業当たり年間2,400円（税別）
•最大２ヶ月は無料で代行登録が可能です。
•協力会社が一人親方の場合は無料でご利用いただけます。



再請負業者の登録と確認⑨

画面一番下までスクロール

⑤『登録』をクリック

代行企業の登録申請が完了しました。グリーンサイトより送信いたしましたメールのご確認をお願いいたします。

確認待ち

依頼企業が追加され、
メッセージが表示されます
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「新規代行企業」の登録と申請①

①『再請負業者』をクリック

1度も登録されたことがない
代行企業(グリーンサイト未加入)をリスト追加する場合
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②『リスト追加』をクリック

代行企業申請ステータスとは？
MCデータプラスに代行企業の登録申請を行ってから、
登録までの状況が表示されます。
「申請書類待ち」→「確認待ち」→「登録済」
という形で表示されます。

『依頼企業』か『代行企業』の
種別を確認

※1画面に表示される行は「100行」です
見落としにご注意下さい。

依頼企業とは︖
グリーンサイトに加入しており、
自社でグリーンファイルの作成を行う企業のこと。
代行企業とは︖
グリーンサイトに未加入で、
直近上位の企業が代行してグリーンファイルの作
成を行う企業のこと。

「新規代行企業」の登録と申請②
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「新規代行企業」の登録と申請③

④『次へ』をクリック

③法人格を『▼』から選択し企業名を入力
本社の郵便番号と代表電話番号を入力
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「新規代行企業」の登録と申請④

代行登録が1度もされていないと
「該当する企業は登録されていませんでした」と表示されます

⑤『新規代行企業申請』をクリック

⑥『次へ』をクリック
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画面一番下までスクロール

代行企業の申請は有償になります

⑦チェックを入れる

⑧『次へ』をクリック

「新規代行企業」の登録と新規 ⑤
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【代行登録】
•1企業当たり年間2,400円（税別）
•最大２ヶ月は無料で代行登録が可能です。
•協力会社が一人親方の場合は無料でご利用いただけます。



「新規代行企業」の登録と新規 ⑥

⑨各項目の入力が終了後
『次へ』をクリック

下にスクロールすると
各項目の詳細が表示されます

必須項目は全て入力して下さい。
自社で入力した「企業情報の詳細」と同様、
代行企業も詳細情報の入力が必要となります。
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画面一番下までスクロール

⑩『登録』をクリック

代行企業の登録申請が完了しました。グリーンサイトより送信いたしましたメールのご確認をお願いいたします。

確認待ち

依頼企業が追加され、
メッセージが表示されます。

「新規代行企業」の登録と新規 ⑦
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①『再請負業者』をクリック

リストに登録した依頼企業・代行企業の削除を行います。依頼企業・代行業者の削除 ①
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リストに登録した再請負業者から、削除したい企業を選択します。

②『□』をクリック

③『削除』をクリック

※1画面に表示される行は「100行」です。
見落としにご注意下さい。

依頼企業・代行業者の削除 ②

※代行企業を再請負業者一覧から削除すると、代行企業としての
登録解除となります。

※再度登録を行う場合は、新たに代行登録料が発生しますので、
削除の操作を行う際はご注意下さい。
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依頼企業・代行業者の削除 ③

再請負業者を削除しました

再確認の画面が表示されます

④『削除』をクリック

⑤「再請負業者を削除しました」と
表示されれば完了です
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車両情報の登録 ①

①『車両』をクリック

車両情報を登録します。
ここでは車両情報の登録操作を説明します。
クレーン情報の登録も、同様の手順となります。
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車両情報の登録 ② ②『新規登録』をクリック

自社の車両を登録する場合は、『自社情報』にチェックを
代行企業の車両を登録する場合は『代行企業情報』にチェックを

車検
自賠責
任意

「車検」「自賠責」「任意」
各保険の写しが添付されていれば、
ここに青字で表示されます。
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車両情報の登録 ③ 登録する車両の詳細情報を入力します。

③登録をクリック

下にスクロール
入力する項目が表示されます。

車検証・自賠責・任意保険の写しの添付について

必須にはなっていませんが、
写しはできるだけ添付して下さい。

入力が必須となる項目は、主に以下のものになります
・使用目的
・車両名、車両番号
・車検期間
・自社・リース・個人所有の区別
・自賠責加入の有無
・任意保険加入の有無
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＜グリーンサイト全体の流れ＞ 工期中

この部分の説明になります

3
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グリーンファイルの新規作成 ①

①『グリーンファイル一覧』をクリック

ポイント① 一次企業が行うこと
１．オーナー企業登録
２．二次以降の企業を編成
３．グリーンファイルの作成
４．グリーンファイルの提出
(二次以降の書類もまとめて提出)。

ポイント② 二次以降の企業が行うこと
１．一次企業に再請負編成をしてもらう
２．グリーンファイルの作成

グリーンファイルは元請企業からの招待がないと作成できません。
グリーンファイルの提出は、元請企業と直接契約している一次企業が行います。
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ここには作成済みの
グリーンファイルが表示されます ②「新規作成」をクリック

グリーンファイルの新規作成 ②
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１．「工種」ごとに
施工体制台帳(再下請負通知書)の作成をして下さい。

２．この画面で該当の作業所が表示されない場合、
元請企業から招待を受けていないので、
元請担当者に直接ご確認下さい。

③招待された作業所の『選択』をクリック

この流れに沿って進めます

招待を受けた作業所順に
表示されます

グリーンファイルの新規作成 ③
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画面一番下までスクロール

グリーンファイルの新規作成 ④

74

④内容を確認したら
『確認』ボタンをクリック



建築・土木のどちらにも工事内容がない場合は、
「任意入力」をクリック、
工事内容を直接入力してください。

土木をクリックすると
土木の項目が表示されます

工事内容の「土木工事業」「建築工事業」は
原則として元請でしか使用できません

⑤『確定』をクリック

グリーンファイルの新規作成 ⑤
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新しく作成したグリーンファイルが表示されます

グリーンファイルを登録しました。

「グリーンファイルを登録しました」
と表示されます

再請負編成表の作成 ①

①『編集』をクリック

「再請負編成」を作成しないと
書類作成に進めません

※ボタンがグレーになっています
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再請負編成表の作成 ②

1

自社のみが、一次として表示されています

②『編集』をクリック

この画面で現在の編成状態の確認ができます。
再請負編成の追加・削除もここで行います。

未
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再請負編成表の作成 ③

78

③直近上位企業の
追加「 +下位企業を追加」をクリック

※一次企業の「+下位企業を追加」をクリックすると
二次企業が追加できます。
同様に、三次企業を追加したい場合は

二次企業の「+下位企業を追加」をクリックします



④再請負編成に追加する企業の
チェックボタンをクリック

⑤『次へ』をクリック

再請負編成表の作成 ④
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『建築』または『土木』を選択
建築・土木のどちらにも工事内容がない場合は、「任意入力」を
クリック、工事内容を直接入力してください。

⑥工事内容にチェックを入れる ⑦『確定』をクリック

再請負編成表の作成 ⑤
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二次企業が追加されました

⑧『確定』をクリック

再請負編成表の作成 ⑥
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『確定』ボタンを必ず押してください。
押さないと追加した二次企業が反映されません。



再請負編成を更新しました。

「再請負編成を更新しました。」と表示されます

更に企業の編成を追加したい場合は
『編集』ボタンを押して下さい

再請負編成表の作成 ⑦

2

編成が確定すると、
確定欄に「○」と表示されます
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グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿① 作業員名簿を作成します

①『グリーンファイル一覧』をクリック

②『編集』をクリック

83

「再下請負編成」を作成したのでボタンが
グリーンに変わり、書類作成が可能になりました



グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿②

③『未』をクリック

「必須提出」「随時提出(持込前に提出) 」「通知事項」に
分かれています。

自社・再下請企業の書類作成状況が分かります。

『未』は書類の作成が出来ていません
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グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿③

作業員名簿を作成するとここに表示されます

『作業員名簿登録』をクリック
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グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿④

⑤登録する作業員にチェック

⑥『追加＞』をクリック

⑦『次に進む』をクリック
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グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿⑤

⑧『▼』をクリックし職種を選択

鳶工

「安全衛生責任者」は、いずれかの作業員に必ず設定して下さい

⑩『確定』をクリック

⑨該当箇所の『□』をチェック

※業種や役割がない作業員については、チェックを選択する必要はありません。
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作業員名簿を更新しました。 「作業員名簿を更新しました」と表示されれば登録完了

作業員名簿の登録が終わると、以下のボタンが点灯します。
送り出し教育の実施日登録や、アンケート出力、帳票出力、
帳票出力（住所変更無し）が可能になります。

グリーンファイルの新規作成 ～作業員名簿⑥ 作業員が登録され、「作業員名簿照会」画面に戻ります
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書①

①『グリーンファイル一覧』をクリック

再下請負通知書を作成します

②『編集』をクリック
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書②

③『未』をクリック

「工種」ごとに施工体制台帳(再下請負通知書)の作成をして下さい
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書③

④『編集』をクリック

必須

書類添付

必須項目は必ず入力してください。
未入力箇所がある場合「確定」ができません

写しなどの書類を添付する場所です
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書④

⑤写し添付をクリック

注文書の写し・請書の写しは必ず添付して下さい。
また、複数の注文書・請書がある場合は、
すべての注文書・請書を添付して下さい。

画面下にスクロールし、各項目を入力

必須項目は、ほかに
・健康保険等の加入状況
・現場代理人、主任技術者、主任技術者資格内容
・安全衛生責任者、安全衛生推進者
・外国人就労者従事の状況

などです。
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書⑤

⑥『写しを登録』をクリック

画面左に注文書の写しを、右に請書の写しを添付して下さい。
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書⑥

⑦全ての項目の入力が終われば
『確定』をクリック

画面下にスクロールし、各項目を入力

【注文書・請書】
・工事名称、工事内容、契約日、工期の記入と写しの添付があるか

・再下請通知書に記載する契約日は、請書の記載の発行日
または注文請け日

※下記のように複数の注文書・請書がある場合

契約日は 2019年4月22日
工期は 2019年4月26日～2020年1月31日 となります

注文請書

注文請日：2019年4月22日
工期：2019.4.26～2019.12.31

注文請書

注文請日：2019年5月7日
工期：2019.5.13～2020.1.31
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書⑦

確定してよろしいですか？

・注文者との契約日が未設定です。

確定してよろしいですか？

・注文者との契約日が未設定です。

確認事項があれば表示されます

⑧『はい』をクリック
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グリーンファイルの新規作成 ～再下請負通知書⑧

『○🖊』と表示されます

提出書類を新規作成した場合は、
この画面でピンクの「未」だったものがグリーンの
『〇🖊』という表示に変わります。
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高齢者就労報告書 ① ※従業員情報を登録した際の「年齢」と自動リンクしています。
作業員名簿に該当する年齢の方が存在する場合に表示されます。

①『未』をクリック

②『編集』をクリック
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高齢者就労報告書 ②

③「軽作業」など、
現場での作業内容を入力してください

⑤「高齢者就労報告書を確定しました。」と
表示されれば完了です

④『確定』をクリック

高齢者就労報告書を確定しました。

※女性就労者がいる場合も同様に表示されます。
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年少者就労報告書 ①

①『未』をクリック

説明書

無

年齢

（満）

16

職種

普通作業員

当現場での役割（参考）氏名

山田太郎

生年月日

2007/12/5 ②『編集』をクリック

※従業員情報を登録した際の「年齢」と自動リンクしています。
作業員名簿に該当する年齢(18歳未満)の方が存在する場合に表示されます。

年少者

年少者就労報告書

年少者の就労については、
労働基準法で定められており、
会社が満18歳未満の者を雇用する場合は、
年少者の保護のため、
監督上必要な年齢証明書(戸籍証明書)などを
事業所に備えつけることが義務づけられています。

年少者就労報告書照会
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年少者就労報告書 ② ※女性作業員がいる場合も同様に表示されます。

101

説明書

無

年齢

（満）

16

職種

普通作業員

当現場での役割（参考）氏名

山田太郎

生年月日

2007/12/5

年少者 ④証明書を添付

年少者就労報告書

③「軽作業」など、
現場での作業内容を入力してください

年少者

年少者就労報告書年少者就労報告書を確定しました。

⑥「年少者就労報告書を確定しました。」と
表示されれば完了です

⑤『確定』をクリック
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年少者就労報告書照会

年少者就労報告書照会



高齢者・年少者 就労報告の帳簿出力イメージ

101

※女性就労者の場合も同様に帳票出力が可能です。



①『未』をクリック

グリーンファイルの新規作成 ～元請独自帳票 ①

★ご注意★
提出する書類の内容・種類は
提出先の元請企業によって
異なります。
※こちらは一例です
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「テンプレート出力」を押すと
独自書類の雛型がダウンロードされます。

「保存」をしてからファイルを開いて下さい。

グリーンファイルの新規作成 ～元請独自帳票 ②

②テンプレート出力をクリック

③『ファイルを開く』をクリック
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④新規登録をクリック

グリーンファイルの新規作成 ～元請独自帳票 ③

先程ダウンロードした書類を開き、必須項目を入力します。
署名・捺印を求める書類も多いので、

内容記入後スキャンしてPDFにしたものを準備してください
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グリーンファイルの新規作成 ～元請独自帳票 ④

⑤タイトル（書類の内容）を入力
例では「工場作業手順書」

⑥『添付』をクリック

⑦該当データを選択

⑧『開く』をクリック

パソコンに保存しているデータを選択できる
画面に移行します

写しをどこに保存したかわかるように
しておきましょう
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グリーンファイルの新規作成 ～元請独自帳票 ⑤

更新日ファイル名タイトル作成状況

2024/08/02 13：07工事作業手順書.pdf工事作業手順書確定

独自帳票を登録しました。

⑩「独自帳票を登録しました。」と
表示されれば完了です

⑨『確定』をクリック
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｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ①

①『未』をクリック

「火気使用願」「有機溶剤・特定化学物質等使用届」「持込機械使用届」の作成を行います

ここでは「火気使用願」の作成を例に進めます
※有機溶剤・特定化学物質等使用届、持込機械使用届の作成もすべて同様の手順となります
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②フォーマット出力をクリック

｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ②

③『ファイルを開く』で
ダウンロードされたファイルを開く

108



｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ③

（参考）ダウンロードした各種書類のイメージ
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｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ④

④『新規登録』をクリック

先ほどダウンロードした書類を開き、必要事項を記入し
「新規登録」を行います
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｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ⑤

⑤タイトル（書類の内容）を入力
「火気使用届」

⑥『添付』をクリック

⑦該当データを選択

⑧『開く』をクリック

パソコンに保存しているデータを選択できる画面に移行します
写しをどこに保存したかわかるようにしておきましょう
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｢火気使用願｣｢有機溶剤・特定科学物質等使用届｣｢持込機械使用届｣の作成 ⑥

⑨確定をクリック

更新日ファイル名タイトル作成状況

2024/08/02 13：07火気使用届_(神稲)-(中央新幹線自立).pdf火気使用願確定

火気使用願を登録しました。

⑩「火気使用願を登録しました。」と
表示されれば完了です
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グリーンファイルの提出 ①

初回提出の場合、提出書類一覧の画面で
編成上すべての企業の必要な提出書類が「〇」になると、
『書類提出』ができるようになります

必須提出書類がすべて『〇』

『書類提出』をクリック
※グリーンに点灯します

113



グリーンファイルの提出 ②

書類提出

書類を提出してもよろしいですか？書類を提出してもよろしいですか？

いいえ はい

①コメントを入力（任意）

書類提出ができない場合に考えられること

・書類の中で「一時保存」の書類がある

・必須書類が「〇」になっているが、基本データと再下請負通知書の内容が違う
※従業員の「資格情報」と、再下請負通知書に記載の「主任技術者の資格」が違うなど

コメント

②『はい』をクリック
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グリーンファイルの提出 ③

提出 書類状況が『提出』になります

・「書類状況：提出」となれば、元請作業所に「受領」をしてもらってください

・「受領」がされると、「書類状況：受領済」となります

・元請作業所から「受領」がされないと、書類の再提出ができません

書類提出が済むとボタンはグレーに変わります

提出済みの書類に少しでも修正を加えると、
再度『書類提出』ボタンがグリーンに点灯します
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＜グリーンサイト全体の流れ＞ 工期中

4

この部分の説明になります
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期限切れの管理 ①
グリーンサイトトップ画面の「グリーンファイル期限切れ情報」から、
各種期限切れの情報を確認します。

各種期限切れのチェックは定期的に行ってください

在留カード

定期在籍確認/本人確認待ち

許可業種

点検・自動車保険

健康診断

各種免許
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期限切れの管理 ②

個人ごとに確認できます

『健康診断情報更新』をクリック
ここから情報を修正してください

下にスクロール『▼』をクリックし、該当企業を選択
または、氏名などを入力して検索

例として、健康診断の期限切れ画面になります。
その他の各種期限切れについても、トップ画面の「期限切れ情報」から修正していただけます
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